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一　概　　説

　人事訴訟は人の身分関係を訴訟物とする訴えに関する訴訟をいう。人事

訴訟という概念は中国では学問上の概念であって，実体法上の概念ではな

い。人事訴訟という呼称はドイツ，日本から来たもので，中国の学会にお

いては，旧ソビエトの影響でこの訴訟は身分関係訴訟と呼ばれる２）。ドイ

ツや日本では，婚姻，親子関係などいわゆる身分関係における争訟に関し

て，独立した人事訴訟手続法を制定するか，或いは民事訴訟法典の中に人

事訴訟特別手続を設置することか，そのいずれのモデルをとっている。新

中国が２度にわたって制定した民事訴訟法の中に独立した人事訴訟手続が

設けられなく，加えて，民訴法学者はこの手続に関する研究にほとんど触
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れていない。現行の「中華人民共和国民事訴訟法」（以下は中国民事訴訟

法という）が公布・施行されて，十数年が経過したが，この間，婚姻法な

どの実体法が何回も修正されているにもかかわらず，民訴法はこれに応じ

る修正をほとんどされていない。法律上に規定がない場合には，最高人民

法院の司法解釈により，司法実務は運営されている。

二　中国における人事訴訟手続に関する立法沿革および現状

　清末期の「律」が修正されるまでに，中国法は刑・民事が未分化で，実

体法と手続法とが混然一体化して，形式的意義の民事訴訟法も存在せず，

もちろん，人事訴訟手続の設置もなかった。１９１０年，沈家本らの起草した

「大清民事訴訟律」草案は中国に近代的な民事訴訟法の体系・内容をもたら

した最初の民事訴訟法典であった。新中国の成立までの間に，中国の民事

訴訟法はドイツや日本の法律制度に深く影響され，民事訴訟法が人事訴訟

に関する特別手続を設けていた。例えば，１９２１年当時の北京政府及び広州

軍政府がそれぞれ公布した「民事訴訟条例」及び「修正民事訴訟法律」の

中に人事訴訟手続に関する規定があった。また，南京国民党政府が１９３５年

２月１日に公布し，同年７月１日から実施された「中華民国民事訴訟法」

の中に，ドイツ民訴法の例にならって，人事訴訟に関する特則が独立一編

として設けられた。すなわち，その第９編「人事訴訟手続」は章を分けて，

婚姻事件手続，親子関係事件手続，禁治産事件手続の及び死亡宣告事件手

続を四章にわたって規定した。

　１９４９年１０月１日の建国以降，１９５６年１０月に最高人民法院が作成した「各

級人民法院民事事件裁判手続総括」は建国後民事訴訟手続について系統的

に規定した初めての規範性法律文献であったが，同法は人事訴訟手続に関

する特別規定を設けなかった。文化大革命の後，１９８２年中国民事訴訟法

（試行）及び１９９１年民事訴訟法（＝現行民事訴訟法）はいずれも独立した人

事訴訟手続を定めていないけれども，現在の中国では，民事訴訟法及びそ

の司法解釈，「中華人民共和国婚姻法」（以下は中国婚姻法という）及びそ
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の司法解釈などの規範性文献の中に若干の個別的な人事訴訟手続規定がも

うけられている。例えば，民事訴訟法第１１１条第７項は「離婚を認めないと

判決された事件及び調停で合意した離婚事件について，新たな事情・理由

がない限り，原告が６ヶ月以内に再び訴えが提起された場合は，受理しな

い」と規定している。「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」

（以下は民事証拠規則という）第８条第１項は「訴訟中，当事者一方が相手

の陳述した事実に対して，明らかに承認した場合，その相手は立証する必

要はない。ただし，身分関係に係わる事件については，この規定は適用さ

れない」と定めている。婚姻法第３２条第２項は「人民法院は離婚事件を審

理するにあたって，調停を行う。感情が確かに破裂し，調停の効果がない

ときは，離婚をゆるすべきである」と規定している。「最高人民法院の《中

華人民共和国婚姻法》の適用する若干問題に関する解釈（一）」（以下は婚

姻法解釈と略す）第９条は「人民法院が婚姻無効事件を審理するときには，

調停に関する規定を適用しない」と定めている。中国では，人事訴訟手続

に関する規定は訴訟法や実体法（婚姻法など），司法解釈などに分散されて

いること，たとえ若干の規定があっても，あまりに簡単なので，実務の需

要に応じていないことなどの欠陥があげられる。それに，規定内容からみ

ると，婚姻事件だけに定めているが，親子関係事件に関する規定はほとん

ど存在していない状態である。

　新中国が誕生して以降，多くの人事事件が存在するにもかかわらず，な

ぜ，中国においては独立した人事訴訟手続を設置しないのであろうか。私

の意見では，その直接原因は，おそらく中国における民事訴訟制度が旧ソ

ビエトの法制度に深く影響をうけていることにあると考える。旧ソ連民事

訴訟法にならって，二度にわたって制定された民事訴訟法は以下の特徴を

持っている。すなわち，�確立された訴訟模式（スタイル）は超職権主義

色彩が濃厚であること；�紛争の解決について，国家が積極的に干与する

こと；�当事者の処分権は厳しく制限されること；�職権探知による実体

真実を探求すること；�「重調軽判」（調停を重視，裁判を軽視）である
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こと。これらの特徴は人事訴訟特質に相応しくて，この訴訟模式の下では，

独立した人事訴訟手続を設置する必要性が非常に小さかった。それに，

１９７０年代後半の社会主義的市場経済移行の改革・開放政策を行う前，中国

では，国有企業，集体企業（中国独自的企業類型）というような法人間の

紛争は人民法院でなく，国家行政機関によって解決されていたため，民事

事件の大半が個人間の紛争であり，その中に財産関係事件が少なく，婚姻・

家族事件の占める割合が高いので，民事訴訟法そのものが婚姻家庭事件を

念頭においてつくられていて，通常，人事訴訟事件こそが普通の訴訟種類

であると認識され，特別手続として人事訴訟手続立法例を人々が納得でき

なかった。

三　中国民事訴訟法の特色

　歴史的原因から，旧ソビエト連邦に深く影響され，制定された１９８２年

「民事訴訟法」（試行）および１９９１年の「民事訴訟法」は，以下の特色を

もっている。

１．　職権主義の色彩が濃厚。

　１９８２年「民事訴訟法（試行）」第１０条は「民事訴訟当事者は争っている問

題について弁論する権利を有する」と定めているが，同法の第５６条は「人

民法院は法定手続に従い，証拠を全面且つ客観的に収集・調査しなければ

ならない」と規定している。以上の条文により，通常の民事審理（裁判）

手続においては，証拠調について当事者弁論主義を建前としているが，職

権主義の色彩（特色）を持っている。事実関係の究明について人民法院に

極めて強力な権限を与えている。すなわち，当事者訴訟請求の当否の判断

に必要な事実及び証拠の収集を当事者の意思のみにゆだねることとせず，

人民法院（裁判所）に一定の責任を負わす行き方をとるものであることを

示している。現行民訴法第７１条は「人民法院は当事者の陳述について，当

該事件のその他の証拠と結びつけてこれを事実認定の根拠となしうるかど
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うか，審理の上確定しなければならない。当事者が陳述を拒否した場合も，

人民法院が証拠に基づいて当該事件についての事実を認定することに影響

を及ぼさない」と規定している。これらの規定に職権主義を深く浸透して

いることを明らかにしている。

２．　国家干与主義の強調。

　「民事訴訟法」（試行）第１１条は「民事訴訟当事者は法律が規定する範囲

において，自己の民事上の権利及び訴訟上の権利を処分する権利を有する」

と定めているから，裁判を求めるかどうか，何を訴訟請求のなかみにする

かについては，原則として当事者の意思に委ねる。ただし，当事者の処分

権限にいくつかの制限を付加している。すなわち，�当事者処分は法律の

範囲内で行われなければならない。�当事者処分が違法のものであるか，

国家・社会・集団の利益または他人の民事上の利益を侵害したものがあっ

た場合に，人民法院が国家を代表して，これに干与する。

　中国民事訴訟における国家干与主義の表れとして，�人民法院は民事事

件を審理する過程で当事者の訴訟行為を直接に審査及び監督する権限を有

する。例えば，当事者間に和解が成立しても，その協議に違法のものがあっ

た場合，人民法院はこれを承認せずに，訴訟審理手続を継続する。�人民

法院は民事事件を審理する過程で，当事者の訴訟行為に拘束されない。例

えば，判決を下す前に，原告が訴えの取り下げを申し立てたとしても，こ

れを認めるかどうかは人民法院が裁決で決定する（現行民事訴訟法第１３１

条）。上訴の取り下げについても同様である（「民事訴訟法（試行）」第１５４

条）。また，第二審法院の上訴事件審理は上訴範囲の制限を受けない（「民

事訴訟法（試行）」第１１４条）。

３．　離婚事件における調停重視。

　１９８２年民事訴訟法（試行）第６条により，「着重調停」（人民法院は民事

事件の審理にあたって，調停を重んじなければならない）という方針をとっ
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ている。すなわち，民事事件の性質と関係なく，審理前に一律に調停を行

わなければならない。調停を経ていないかぎり，民事審理に移らない。１９９１

年の民事訴訟法は「自願合法調停」（人民法院は民事事件の審理にあたって，

調停を当事者の意思に従い，事実をはっきりさせた上で，是非を明らかに

して，調停を行う）という原則に変わっている。ただし，「最高人民法院の

《中華人民共和国民事訴訟法》を適用する若干問題に関する意見」（以下

「意見」と略す）の第９２条は「人民法院は離婚事件の審理にあたって，調停

をしなければならない」と規定している。この規定は例示の規定であるか

ら，婚姻関係以外の親子関係事件など全ての人事訴訟事件に準用されると

考える。

４．　離婚事件などにおいて非公開とする。

　人民法院は民事事件の審理にあたって，国家の機密や個人のプライバ

シーに触れる場合，およびに法律上に格段の定めがある場合を除いて，す

べて公開して行うべきであるが，離婚事件や商業（業務上）秘密にかかわ

る事件は当事者の申請があれば，審理を公開にしなくてもよい（現行中国

民事訴訟法第１２０条）。この規定は例示の規定であるから，婚姻関係以外の

親子関係事件など全ての人事訴訟事件に準用すると考える。

　中国民事訴訟法の以上の特色は人事訴訟事件の特殊性に適合するため，

通常民事手続と別に人事訴訟手続を設置する必要がないことになる。

四　中国における人事訴訟手続に関する理論状況

　社会主義的市場経済改革・開放が行われるまで，中国では，人事訴訟手

続制度について専門に研究した者がおそらく一人もいなかったのであろう

し，学問上においては「人事訴訟」という法律用語も使用されていない。

人事訴訟手続にかかわる研究は，砂漠化現象がみられた。学者たちがこれ

について研究しない主たる原因として，�人事訴訟事件の数が非常に少な

いことが指摘できる。�計画経済体制の下では公有制経済が主たる地位に
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置かれ，私人間の取引活動が盛んに行われていないため，法人間では何ら

かの紛争があった場合，人民法院ではなく，国家仲裁機関による仲裁に

よって解決されている３）。それゆえ，民事事件の種類が少なくて，財産関係

上の紛争が量的には小数で，主に婚姻・家族事件である。�民事裁判にお

いては，職権主義訴訟模式をとっているため，通常の民事訴訟手続がむし

ろ人事訴訟事件の要請に応じている。「理論為実践服務」（理論は実務のた

め）といわれるから，実務上からの要請がないため，研究する必要がない

ことになる。したがって，１９８０年代に人事訴訟手続に関する研究成果が一

つもない状態に置かれている。

　９０年代にはいってからも，研究者の主たる関心は依然として証拠制度や

準備手続などの司法改革の論点に関する研究にあり，人事訴訟手続や少額

訴訟手続などいわゆる民事訴訟手続の「空き地」についての研究はほとん

どみられていない。

　１９８０年代後半からの民事司法制度改革の発足以降，人事訴訟手続に関す

る論文が絶えずに公刊されるようになった。例えば，裁判官李傑の「中国

のおける身分訴訟制度を整備する構想」，裁判官王礼仁の「人事訴訟制度の

設置に関する私見」などがあげられる４）。実務家のこれらの論文は民事法

学会の研究者に人事訴訟手続制度への関心を高めるものといえよう。

五　人事訴訟手続価値に関する分析

　人事訴訟手続を設置するには，通常民事手続と異なる価値がどこにある

かについて究明しなればならない。これが人事訴訟手続を設立する根拠で

ある。

　価値という概念が人々の需要を満足させているが外界物の関係の中で生

まれたものである５）。人事訴訟手続も同様であり，身分関係における解決

―　　―��

�３）　範愉・非訴訟紛争解決机制研究，中国人民大学出版社２０００年版，第４８４頁。
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�５）　「馬克思・恩格斯全集」第１９巻。
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の要請に従い誕生し民事特別手続である。大陸法系国家は人事訴訟手続を

民事訴訟法の中で規定することや単行した人事訴訟手続法を制定すること

は偶然なことではない，人事訴訟手続自身がもっている魅力・価値がある

ことにより決められている。

１．　人事訴訟手続の公益性。

　いかなる民事紛争は一定の社会利益とかかわっている。民事訴訟の目的

を私人の権利保護にあるとする立場も，紛争解決にあるとする立場も，民

事訴訟制度の運営にあたっては，私人の利益を超えた「公益性」という要

素が何らかの形で入ってくることについては一致していると考えられる６）。

ただし，どのような形で含まれるかについては，各時代の理論によって差

異がある。例えば，権利保護請求説の立場に立つ日本の教科書においては，

民事訴訟の制度目的はまずもって私人の権利保護にあるとし，そこから結

果的に「公の福祉」（法秩序の維持）という目的が生まれてくるとする７）。

これに対して，日本で有力な本案判決請求権説や司法行為請求権説の立場

の場合，民事訴訟制度の目的を次のように構成する。すなわち「国家権力

に基づき私人間の生活関係上の紛争または利害衝突の解決調整を図ること

によって，これに基づく私人の生活上の障害や危険を除くと共に，社会の

秩序を保持すること」�８），或いは「法適用による紛争の解決を通じて私法法

規の実効性維持という文化的任務を果たすこと」というものである９）。法

秩序あるいは社会秩序を維持することに「公益性」という要素がある。人

事訴訟手続は身分関係にかかわる紛争を調整対象にし，審理結果（判決）

は当事者本人だけを拘束するのでなく，第三者にもその効力を及ぼしてい

る。社会秩序安定は公益性のあらわしであるから，身分関係が適正に調整

―　　―��

�６）　伊藤　真「民事訴訟法理論における公益性の観念の意味を明らかにせよ」，法
学教室２期１号１３８頁参照。
�７）　�������，������，��．�．�．６。
�８）　兼子一・民事訴訟法体系，酒井書店昭和４０年２５頁。
�９）　斉藤秀夫・民事訴訟法概論，有斐閣１９８２年５頁。
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されているかどうかは社会秩序の安定にもつながる。したがって，人事訴

訟手続は通常民事手続より強く公益性をもつべきである。

　夫婦関係や親子関係は社会関係としての最も基本的な形態である。これ

らの身分関係に支障が生じると，家庭だけでなく，社会全体の秩序にも大

きな影響が及ぶ。その意味で，社会秩序の安定は家庭の安定状況に左右さ

れる。家庭がなければ，文明がないし，社会が進歩するわけもない。この

ように身分関係が社会秩序にかかわる点において，それを当事者の自由な

処分にゆだねるべきではない。

２．　人事訴訟手続の手続価値は実体真実の発見にある。

　手続の設置理念と価値について，人事訴訟手続は通常民事手続と異なっ

ている。人事訴訟手続の中に職権探知主義，非公開主義などの非訟法理論

を適用し，通常民事手続として当然な処分権主義や弁論主義などの諸原則

は制限か排除されている。人事訴訟においては，「誰主張，誰挙証」という

証明責任理論に厳格に従わず，裁判官が審理の状況により，自ら証拠を収

集・調査ができるし，事実認定をするにあたって，当事者が提出しない事

実や証拠を斟酌することもできる。通常民事手続と比べれば，実体真実の

発見に有利である。実体真実を把握することは，人事訴訟事件を適正に解

決することにつながることになろう。

３．　人事訴訟手続価値が実質正義を実現ことにある。

　紛争を解決するには二つの意味がある。一つは行動上から紛争を解決す

ることであり，もう一つは心理上から紛争を解決することである。通常民

事手続がフォーマルかつ対抗性という特徴をもっているため，この手続に

おける裁判結果（判決）は表面的に紛争を解決しても，当事者としては必

ずしも納得できないときもある。すなわち，通常の民事訴訟手続が形式正

義（手続正義）を追求するのに対して，人事訴訟手続においては，「話し合

い」や「温情」により，当事者間の対抗性を弱化させ，穏やかな雰囲気の

―　　―�� ���（���）
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中で紛争解決方法を見つけることが重視される。これにより，心理上から

紛争解決を実現することができるのだろう。人事訴訟は夫婦或いは親子に

かかわる紛争であり，その大半が精神や感情上の衝突であるため，硬い手

段では紛争解決に役に立たず，かえって，その関係を悪化にさせることも

ある。

　それに，人事訴訟手続の設置理念は過去の事実に対して当事者のどちら

が正しいかを判断しようとするものでなく，感情を回復し，敵対心を取り

除き，そして，良好な関係を築くことにある。人事訴訟において，冷たい

判決は一時的に紛争解決に一定の機能を果たすことができても，徹底的な

解決は期待できない。人事訴訟手続では非訟法理の適用により，身分関係

にかかわる紛争を徹底的に解決させるにも有利である。

４．　迅速的に紛争解決ができる。

　紛争は当事者にとって経済的・心理的な負担となる。訴訟による紛争解

決が長引けば長引くほど，当事者の負担は重くなる。また，当事者の社会

的・経済的状況は流動的なものであり，判決による解決が示されても，そ

れがあまりに遅延したものである場合には，有効な解決機能を持たないこ

とも多い１０）。それゆえに，正義と効率は民事訴訟法として絶えず追求すべ

き二つの目標と見られている。人事訴訟において，一般的に調停前置を行

い，調停手続を通して，当事者間の紛争が激化しないうちに消滅すること

も多い。それに検察官の訴訟関与（検察官の当事者適格と検察官の一般的

関与）が認められている。社会公益の代表である検察官が審理に立ち会っ

て意見を述べ，且つ事実及び証拠方法を提出することによって，職権探知

主義の不足を補充できるし，事実真相（事実関係）を速やかに究明するこ

とができる。究明された事実に基づいて迅速に身分関係にかかわる紛争の

解決ができると考える。

―　　―��

１０）　伊藤真・民事訴訟法（新版）有斐閣２００４年。
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六　中国人事訴訟手続を構築する必要性

　人事訴訟は婚姻・養子縁組・親子関係という基本的な身分関係に関する

紛争を処理する特別民事訴訟手続である。人事訴訟事件を通常の民事訴訟

法の特別法である人事訴訟法によって処理することにしたのはなぜか。も

ともとこうした基本的な身分関係は婚姻関係や血縁関係によって形成され

た社会関係であって，社会存立の基礎的単位をなすものであるから，実体

私法上も経済的な利益に関する財産関係と異なった規律をうけている。財

産関係が私的な利害に属し，その主体の自由な処分による私的自治に委ね

るのに対して，身分関係はその主体だけではなく数多くの関係者の利害に

かかわり，さらに社会公益でもあるから，財産関係のように，当事者の自

由な処分に委ねて，相対的な解決をするわけにはいかない。客観的事実に

基づいて，対世的に，画一的に処理しなければならない。夫婦や親子関係

という基本的な身分関係を相対的に確定していたのでは，多数の関係者の

身分関係が混乱して収拾がつかないことになるからであるといわれている１１）。

そこで身分関係をめぐる人事訴訟では，通常の民事訴訟におけるように，

当事者の自由な処分を許容する処分権主義や弁論主義などの諸原則とは異

なった手続上の取り扱いが必要とされる１２）。

　中国では民事司法改革により，もともと人事訴訟事件の性質に相応しい

手続が存在していないため，別途に設置する必要があると考える。前に論

じたように，中国が人事訴訟手続を設置しなかった主たる原因は新中国民

事訴訟法の形成・発展された沿革と国民の特定時代背景の下に形成された

考え方にかかわっている。だが，今の中国は経済体制においても，人々の

社会意識や法律観念においても，著しく変化しつつあり，民事訴訟法の修

正にあたって，独立した人事訴訟手続を設置する必要性が重大化している。

―　　―��

１１）　兼子一「人事訴訟」家族問題と家族性�１７４頁。
１２）　岡垣学＝吉村徳重・注釈人事訴訟手続法，青林書院１９８７年版。
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１．　独立した人事訴訟手続を設置することが中国社会の変革及び身分関係

の日々の複雑化に順応する。

　改革・開放政策の施行以後，伝統的な民事事件以外に公害事件，消費事

件，医療事件などいわゆる現代型訴訟が増えつつあり，既存の民事訴訟制

度・手続はこれらの事件への解決を対応ができない。かつて安定且つ単純

な婚姻家庭関係は中国では大きな変化が生じた。人々の倫理道徳観念が多

元化する傾向になるのに，身分関係も日増しに複雑化してきている。この

趨勢は依然として続いている。離婚率が徐々に上昇するだけでなく，その

他の身分関係紛争が絶えず発生している。過去においては，人事訴訟事件

は主に婚姻事件であり，親子関係事件と養子縁組関係事件はほとんどなかっ

た。「中国法律年鑑」のデータによると，１９８７年に中国全国では，６５万１８５７

件の婚姻・家族事件が人民法院に持ち込まれているが，１９９７年には１４３万

５１９４件に増加し１３），１０年間で，事件数が約２倍となり，それに親子関係事

件と養子縁組関係事件も増えつつある。

　改革・開放以来，国民の個人財産の範囲が拡大されていることに伴って，

個人財産も増えている。日本民法起草委員梅謙次郎先生は「婚姻取消の有

無は財産上重大な影響がある」と指摘されたように，財産所有者或いは被

―　　―��

１３）　「中国法律年鑑」１９９８年版，中国法律年鑑社。
１４）　「中国法律年鑑」１９８７～１９９７年版，中国法律年鑑社。

比　率婚姻・家族事件総民事事件数�

５３．７％６５１８７５１２１３２１９１９８７年

５１．３％７４７５０６１４５５１３０１９８８年

４７．９％８６９８７２１８１５３８５１９８９年

５０．７％９３８５８６１８５１８９７１９９０年

５３．９％９９５５２０１８８０６３５１９９１年

４５．１％１３９７６７２３０９３９９５１９９６年

�４３．８％１４）１４３５１９４３２７７５７２１９９７年
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相続人の身分関係は重要な経済的意義を有する１５）。それ故に，人事訴訟事

件の処理は当事者の人身権の保護に係わるだけでなく，当事者の財産権保

護についても重要な意味をもっている。例えば，過去において，離婚事件

は主として人的関係に関するものであったが，現在では，個人財産の増加

によって，人的関係のみならず，夫婦財産の分割，養育費，子供の利益の

保護の問題も生じている。

　既に指摘したように，現行の中国民事訴訟法が人事訴訟手続に関する規

定が分散し且つ粗略であり，司法実務に十分対応できないし，法律上の規

定もまだ足りないところが少なくない。したがって，人事訴訟に関する規

定を集中し，司法実務の要請に応じるために，人事関係に適合した特別手

続を立法化すべきである。

２．　人事訴訟手続を新設することが人事訴訟事件の特質に適合し，訴訟手

続が事件と合致するという法理に適応する。

　民事紛争の範囲が極めて広く，事件ごとにそれぞれ異なる性質をもって

いるから，その事件の性質に合わせて，民事訴訟手続を設置しないと適格

且つ有効的に紛争の解決ができない。人事訴訟は人の身分における権利・

義務に関する訴訟であるから，身分関係は社会関係の基礎であり，社会安

定と公序良俗に繋がっている。財産法上の法律関係と異なり，当事者がそ

れを自由に処分できない。さらに，身分関係が人との感情，身内，倫理道

徳及びプライバシーなどに関連している。人事訴訟事件の特殊性質と特色

に合わせた人事訴訟手続を設置する必要がある。事件性質により異なる手

続法理・規則に従う。これが紛争の解決と当事者の権利保護のためになる。

すなわち，当事者が身分関係を完全且つ自由に処分ができないから，公益

及び睦まじい家庭を守るために，国家が人事訴訟事件の解決に積極的に干

渉して，人事訴訟手続において，職権主義という手続法理を遵守している。

―　　―��

１５）　岡垣　学・人事訴訟の研究５９頁。
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ただし，改正された新民事訴訟法は通常手続が当事者主義に向かうことが

学界においても，実務においても同じ認識をとっている１６）。したがって，

通常手続と分離して，独立した人事訴訟手続を設ける必要がある。

３．　民事司法制度改革に順応させるために人事訴訟手続を構築することが

必要である。

　１９８０年代の後半から発足された民事司法制度改革は，通常手続をめぐる

改革であり，その他の手続の改革についてはほとんど触れていない。指導

的理論がなく，「摸着石頭過河」（探求しながら進む）の方式で行われてい

るために，改革に若干の支障が生じていた１７）。客観的には，民事司法改革

は民事訴訟の理論と実務に大きな変化をもたらした。人事訴訟に適合する

職権探知主義が排除され，当事者主義的訴訟手続に移行した結果，弁論主

義が導入されている。しかしながら，人事訴訟手続の構築が置き去りにさ

れたことは大きな問題であり，これが解決されないかぎり司法改革は中途

半端であり，司法制度の発展は阻害される。また，司法改革の成果は相殺

される。審理方式の改革の当初は，改革の目的は財産関係事件に向けられ

ており，婚姻，養子縁組など，財産関係事件とはまったく異なる人事関係

事件には向けられていなかった。しかし，改革・開放および経済の発展は，

財産関係だけでなく人事関係にも大きな変化をもたらしていることは明ら

かである。このような変化に伴って，民事訴訟改革は，財産関係事件だけ

でなく人事訴訟事件にも向けられるべきである。現在の審理方式の改革は，

財産関係について強調されているのであり，法学者は人事訴訟事件にもっ

と注意を払うべきである。現在のような改革が進めば，民事訴訟において

は職権探知主義が徐々に後退して行く一方で，伝統的な審理方式が適用さ

れるべき人事訴訟はひどい状況になって行くであろう。

　民事訴訟法は財産関係紛争と人事関係紛争の双方の解決を目的とするも

―　　―��

１６）　張衛平「民事訴訟模式���転換と選択の根拠」，現代法学１９９６年第六期。
１７）　田平安・民事訴訟手続改革熱点研究，検察出版社２０００年版。
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のであるから，民事訴訟の改革においては双方とも等しく検討されるべき

である。財産関係に重点を置いた民事訴訟制度の構築は，ある意味で，市

場経済の発展の要求には対応するものであろうが，それだからといって，

他の民事事件が軽視されてよいということではない。人事訴訟手続を無視

することは審理の改革を不完全なものにするであろうし，さらには，改革

の達成を危ういものにし，審理改革の目的と方向に関する人々の認識を混

乱させることになるであろう。

４．　実体法との調和をとるために，人事訴訟手続を確立することが必要で

ある。

　現行民事訴訟法が公布・施行されて以来，身分関係に対応する実体法と

しての「中華人民共和国収養法（養子縁組法）」（以下は収養法と略す）及

び「中華人民共和国婚姻法」が施行・改正によって，新しい人事訴訟事件

（例えば，婚姻無効訴訟，婚姻取消訴訟）が民事実体法に多数定められてい

るが，民事訴訟法の中に対応した手続規定が置かれていない。当事者の新

しい種類の請求に対して，人民法院は適用できる法律規定が存在していな

いという苦しい立場におかれている。「救済なければ，権利なし」という

法律諺の描くように，人事訴訟手続がなければ，当事者としての権利が一

部紙面化される恐れがある。実体法と訴訟法は，車の両輪のように，互い

に密接不可分の関係にある１８）。一方では益々整備されつつあるのに，もう

一方が元のままでは，果たしてこの車は正常に走れるであろうか。答えは

必ず否定であろう。したがって，民事実体法が日々整備されつつあること

に伴って，民事訴訟法もそれに相応しい整備事業を行わなければならない。

―　　―��

１８）　兼子一＝竹下守夫・民事訴訟法，法律出版社１９９５年版。
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５．　人事訴訟に関する手続規定を規範化にするため，人事訴訟手続を確立

することが必要である。

　人事訴訟における立法上の弊害のあらわれとして，�人事訴訟手続に関

する法条文が少なく，司法実務の要請に適応できない。�離婚訴訟につい

ての個別的規定を定めているが，養子縁組や親子関係訴訟についての規定

はまったく存在しない。�人事訴訟手続に関する規定があまり原則的で，

実用性がない。現在人事訴訟に関する手続規定は二つの民事訴訟法および

その司法解釈，婚姻法およびその司法解釈に分散している１９）。「十六大報

告」は「司法為民」（司法は国民のため）と指摘して，「司法が市民に分か

りやすく，便利なものになる」という日本の司法改革趣旨と同じであるた

め２０），それをきちんと整備しなければならない。独立した人事訴訟手続を

設置することにより，既存し分散している規定をそれにまとめることがで

きるし，規定がない領域について新たに増設することになる。

七　中国の人事訴訟手続を設置する構想

　人事訴訟手続を構築するには，人事訴訟基本法理に従い，外国の成熟し

た立法経験を取り入れると同時に，中国国情に合わせて，中国の歴史・文

化・伝統及び倫理道徳が人事訴訟に対する影響などを十分検討しなければ

ならない。中国の人事訴訟手続を構築するには，以下のように提案する。

１．　中国の人事訴訟手続制度の立法例について

　中国人事訴訟手続を設置するにあたって，まず検討するのが立法例であ

る。世界には，人事訴訟手続制度について三種類の立法例がある。第一は，

―　　―��

１９）　１９８２年民事訴訟法（試行）の第２１，５４，８４，１０３，１１９条は人事訴訟手続につい
ての規定であり，１９９１年民事訴訟法の第２３，９０，１１１，１２０，１３４，１３７条は人事訴
訟手続について規定している。１９９１年法は１９８２年法より広範かつ具体的である。
「民事訴訟法解釈」の第１０～１６，９２～９４，１５０，１５１，１５７，１８５条や「婚姻法解釈」
の第１１条及び「民事証拠規則」の第８条は人事訴訟手続について規定している。

２０）　「新民事訴訟法」法務省民事局参事官室編。
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日本の立法例であり，人事訴訟手続は通常手続から独立している。第二は，

ドイツの立法例であり，人事訴訟手続は民事訴訟法に中に独立した一編か

一章としておかれている。第三は旧ソビエト・東欧の立法例であり，人事

訴訟と通常訴訟とを問わず，すべて民事訴訟法に規定されている。と同時

に離婚訴訟などについて個別的な分散規定が若干置かれている。中国現行

立法例は第三種類に属している。

　中国は将来上記いずれかの法例を選択するかについて，筆者は現行旧ソ

ビエトの立法例を廃止すべきであると考える。その理由についての論述は

省略する。日本型は色々なメリットがある。例えば，�複雑な実体法と調

和させやすく，実体法を貫徹・施行するのに有利である。�裁判所および

当事者にとっては利用しやすい。ただし，この立法例を選択すると，既存

の民事訴訟法体系に大きな衝撃をもたらしかねず，改革への障害を生じる

し，実現する可能性も非常に小さい。それゆえ，筆者は，中国はドイツの

立法例を選択すべきであると考える。このような選択の利点は，新しい手

続から生じる審理方式の大きな変化を避けることができることであり，ま

た，民事訴訟法の将来の改正によって，より早期に人事訴訟手続が設立す

ることが挙げられる。将来に民事訴訟法を改正するにあたって，人事訴訟

手続を独立した「編」それとも「章」の方式で民事訴訟法におかれること

については，その都度全体の構造によりさだめるべきである。

２．　中国の人事訴訟事件の範囲について

　ドイツや日本及び中国台湾地区などの立法および中国の現行の実体法を

考慮して，私は中国の人事訴訟事件は婚姻事件，養子縁組事件及び親子事

件を含むべきであると考える。他方，死亡宣告事件，成人後見確認事件は

非訟事件手続であり，人事訴訟手続には属しない２１）。それに，現行中国民

事訴訟法が既にこれらの事件に適用する手続を専門に定めているため，こ

―　　―��

２１）　王強義・民事訴訟特別手続研究，中国政法大学出版社１９９３年版。

���（���）



修道法学　２７巻　２号

れらの事件は人事訴訟手続を適用する事件範囲に取り入れるのは不適切で

ある。

�婚姻事件。　　婚姻事件は夫婦間の人身関係にかかわる訴訟である。夫

婦間の訴訟或いは婚姻関係にかかわるその他訴訟であっても，夫婦の人身

関係訴訟に属しなければ，人事訴訟手続は適用できない。例えば，離婚訴

訟において財産分割や損害賠償などは婚姻訴訟に属しない。中国婚姻法に

より，婚姻事件は次のものを含むべきである。�１，離婚訴訟。離婚訴訟とは

夫婦の一方が他方を相手とし，「婚姻法」第３２条が定めている離婚原因に該

当する事実の存在に基づいて判決による離婚を求める訴であり，形成の訴

たる性質を有する２２）。�２，婚姻無効訴訟。婚姻無効訴訟とは特定の婚姻につ

いて「婚姻法」第１０条に定める理由に基づいて判決をもって無効とすべき

ことを主張する訴であり，形成訴訟たる性質を有する２３）。�３，婚姻取消訴訟。

婚姻取消訴訟とは特定の婚姻に「婚姻法」第１１条に規定している取消原因

に該当する事実が存在することを主張して，その取消を求める訴である２４）。

形成の訴たる性質を有する。�４，婚姻関係成立・不成立確認訴訟。婚姻関係

成立・不成立確認訴訟とは請求として特定人間の婚姻関係が成立しまたは

―　　―���

２２）　中国「婚姻法」第３２条は次の事実があった場合，離婚の訴えを提起することが
できる。�重婚があったときまたは配偶者のある人が別の異性と同居をしたとき。
�家庭内暴力または家族を虐待・遺棄することを行ったとき。�ギャンブルやド
ラッグなどにおぼれ，繰り返しの説得にもかかわらず更生を拒否するとき。�当
事者双方に相手に対する愛情がなく，満２年以上別居しているとき。�夫婦間の
愛情を崩壊するようなその他の事由。

２３）　中国「婚姻法」第１０条は次の事由に該当することがあった場合，婚姻が無効と
される。�婚姻している夫婦の一方が重婚であった場合。�夫婦が法律で禁じら
れている近親者である場合。�婚姻する前に，当事者の一方が婚姻には不適切で
あると医学的にみなされている疾病に罹っており，婚姻後も治癒していない場合。
�夫婦の一方が法定婚姻年齢に達していない場合。

２４）　中国「婚姻法」第１１条は詐欺または強迫によって婚姻した場合，詐欺または強
迫された当事者の一方が婚姻登録管理機関または人民法院に婚姻取消を求める。
詐欺または強迫された当事者の一方は婚姻登録後の１年内に婚姻取消の請求を提
出しなければならない。
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成立しないことを主張する訴であり，一種の身分関係存否確認の訴である。

　夫婦同居の訴が身分関係訴訟に属するかどうかについて，学説は一致し

ていない。私見では，夫婦同居の訴が身分関係訴訟に属さないと考える。

その理由として，�中国の「婚姻法」は配偶権を確立していないため，夫

婦同居の訴は法律上の根拠を欠く。�夫婦同居の訴が身分関係訴訟に属す

ると，マイナスの効果をもたらすと同時に，弱い人々特に女性の権益の保

護によくない。�夫婦同居の訴が身分関係訴訟に属すると解した場合，判

決の執行が難しい。

�親子関係事件。�　１，嫡出子の否認の訴え。嫡出子の否認の訴えとは嫡

出の推定を受ける子が嫡出であることを否認する訴えであり，形成の訴で

ある。�２，父を定める訴。父を定める訴とは二重に嫡出の推定を受けるべき

子について，その父を定めることを求める訴である。この訴の性質に問題

があり，確認の訴とみる説と形成の訴とみる説とが対立し２５），更に形成の

訴とみる説でも民事訴訟たる実質的形成訴訟か非訟事件たる形式的形成訴

訟かについて見解がわかれている２６）。�３，認知の訴え。嫡出でない子とそ

の父との間に，事実上の親子関係の存在に基づき判決をもって法律上の親

子関係を形成することを目的とする訴である。�４，認知の無効。認知の無効

とは認知が真実に反することを主張訴であり，形成の訴たる性質を有する。

�５，実親子関係存否の確認訴訟。実親子関係存否の確認訴訟とは請求とし

て特定人間の親子関係ことに実親子関係存否を主張する訴である。

�養子縁組事件。�　１，縁組無効の訴。縁組無効の訴とは特定の養子縁組

―　　―���

２５）　松岡義正・人事訴訟手続法２７７頁，岩波書店昭和１０年；大森洪太・人事訴訟手
続法１３３頁，日本評論社昭和５年；三田高三郎・人事訴訟手続法解説６４１頁，帝国
判例法規出版社昭和２７年。我妻栄＝立石芳枝親族法・相続法・１６１頁，日評新社昭
和２７年。

２６）　後説をとるは山田正三・人事訴訟手続１３０頁，日本評論社昭和１３年，兼子「親子
関係の確認」３４７頁。
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が当事者間に縁組意思がないことにより判決をもって無効とすべきことを

主張する訴であり，形成の訴たる性質を有する２７）。�２，縁組取消訴訟。縁組

取消訴訟とは特定の養子縁組が法定の取消原因に該当する事実が存在する

ことにより判決をもって取り消されるべきことを主張する訴である。形成

の訴たる性質を有する２８）。�３，養親子関係確認訴訟。養親子関係確認訴訟と

は請求として特定人間の養子縁組関係が存在あるいは存在しないことを主

張する訴であり，一種の身分関係存否確認の訴である。

　ただし，現在，中国の民事実体法は身分関係について規定していないと

ころが少なくなく，人事訴訟事件の範囲は民事実体法の改正に伴って，適

時に調整すべきである。例えば，ドイツ民事訴訟法の第六編すなわち人事

訴訟手続のなかみは民事実体法の改正に伴って何度も修正されている２９）。

３．　中国の人事訴訟事件を取り扱う人民法院組織について

　人事訴訟事件は通常の財産事件と異なった性質を持っているので，その

処理については特別の手続が認められるのが通例である。だが，その人事

訴訟事件をどの裁判所が管轄するかは国によって様々である。世界には，

およそ三つのタイプがあると言えよう。�中国やトルコ及びオランダなど

―　　―���

２７）　中国「収養法」の第２５条は縁組無効の原因についてつぎのように定めている。
�養親または子供を養子に出した者が無能力者であるか，または，民事上能力を
制限された者である場合。�養親または子供を養子に出した者が真の意思を表明
することができない場合。上記の要件に該当するときは，当事者または利害関係
人は，養子縁組取消しの訴えを提起することができる。

２８）　中国「収養法」の第２６条２項は養子縁組を解消する理由について，主たるつぎ
のような定めがある。�養親が養子の養育義務を果たさない場合，または，虐待，
遺棄など未成年の養子の法律上の権利を侵害する行為があった場合，子供を養子
に出した者には養子関係の解消を求める権利がある。双方の間では合意が成立し
ないときは，人民法院に訴えを提起することができる。�養親と成人した養子の
間の関係が悪化して，共同生活することが可能でない場合には，両者のどちらか
が養子縁組を解消する要請を提出できる。調停を行って，効果がない場合，養子
縁組の解消を許す。

２９）　梁宏輝＝張徳鋒「中国人事訴訟手続の構造」，広西政法管理幹部学院学報１８巻５
期。
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の国は通常民事裁判所がそれを管轄する。�イギリス，フランス，イタリ

アなどの国は人事訴訟事件が通常民事事件と異なって特別の取り扱いを受

けて来た，その歴史的沿革を反映して，事件の種類に従い，それぞれ治安

裁判所，後見裁判所或いは通常民事裁判所などが事件を管轄する。�日本，

韓国，オーストラリアなどの国は家庭裁判所という特別の裁判所を設け，

またはドイツ，ブラジル，スペイン，アメリカのいくつかの州などは従来

の裁判所の中に人事（家事）訴訟事件を専門に処理「部」を設け（これを

家庭裁判所と呼ぶ国もある），これが家事事件を管轄する３０）。中国において

家事人民法院を設立するには，民事訴訟法を単に改正するだけでなく，ほ

かの法律・制度の変革が必要である。そこで，人民法院の既存の構造を改

革するのが簡単な方策である。中国最高人民法院は法院構造改革によって，

「経済審判法廷」を廃止し，「大民事審判」スタイルを構築している。「民事

審判第一法廷」（以下「民一廷」という）は専門に婚姻・家族事件及び不動

産契約事件などを管轄するようになっている。婚姻・家族事件以外の不動

産契約事件などを切り離して，「民一廷」は専門に人事訴訟事件を受理する。

つまり，「民一廷」が人事訴訟事件審判法廷になる。一定の条件を揃えた場

合，独立した家事法院の設置を検討することに移行する。

４．　中国の人事訴訟手続制度の内容について

　人事訴訟手続は独立した特別手続として，当事者制度，証拠制度，判決

制度，調停制度など多数の制度については，通常手続のそれとは異なるも

のをもつべきである。中国の人事訴訟手続制度のなかみとしては次のもの

を含むべきである。

�当事者制度について　　人事訴訟手続の審判の対象となる身分法律関

係（婚姻・養子縁組・実親子関係）は当事者にとって人間としての存在意

義にもかかわるものであり，当事者の人格が尊重され，かつ，その主体性

―　　―���

３０）　中村英郎「家庭事件裁判制度の比較法的研究」，早稲田大学比較法学第１９巻第１
号。
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の発露たる意思が最優先されるべき分野の問題なのである。したがって，

身分的法律関係を創設・変更・消滅させる場面において，できるかぎり当

該法律関係の主体者に主導権を認め，その意思を可能な限り尊重すべきで

ある。無能力者は意思があるかぎり，単独で訴訟行為を行うことができる

のである３１）。日本人事訴訟法１３条はこのような内容を規定している。これ

を図るために，当事者の訴訟能力を拡大し，成人被後見人に訴訟能力を有

する権限を与える。他方では，具体的な人事訴訟事件ごとに当事者の訴訟

行為能力について個別にさだめるべきである。例えば，婚姻無効訴訟，養

親子関係存否確認の訴などの各種類の人事訴訟事件について，誰が訴えを

提起できるか或いは誰を相手にするかに関する問題ついて，法律上，明確

な規定を置く必要がある。「婚姻法解釈」第７条は婚姻無効訴訟における原

告資格を定めているが，ある意味では，これは現行法の不足したところを

補充するだけであり，人事訴訟における当事者制度についての規定はほと

んど立法化されていないので，新しく設置しようとする人事訴訟手続のな

かに整備する必要がある。

　なお，人事訴訟手続においては，無能力者も訴訟能力を有するのである

が，行為の結果を認識するのに充分な精神的能力であるところの意思能力

はなくてはならない。したがって，意思能力のない者が行った訴訟行為は

無効であり，裁判所はこのような意思能力の存否を職権で調査しなければ

ならない。

�起訴制度について　　人事訴訟手続の中に起訴制度についても若干の

規定を置くべきである。中国民事訴訟法第１２６条は「原告が増加した訴訟請

求，被告が提出した反訴及び第三者が本案に関連する訴訟請求について，

訴の併合・裁判ができる」と規定している。また，「民事証拠解釈」の第３４

条第３項は「当事者が訴訟請求を増加・変更或いは反訴を提起した場合に，

―　　―���

３１）　野田愛子＝安倍嘉人・人事訴訟法概説，日本加除出版株式会社平成１６年１０６頁。
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立証期限以内に提出すべきである」としている。この規定は通常民事事件

の準備手続を順調に展開させるためには，確かに必要である。しかし，こ

の規定を人事訴訟手続に適用すると，さまざまな支障を生じ，妥当ではな

い。身分関係を全面的に安定させ，人事訴訟手続の中で「一度で紛争解決」

を図るために，訴の併合・変更・追加については，緩和措置を講じる必要

がある。

�証拠制度について　　当事者主義を適用する通常手続と異なって，人

事訴訟手続の中で職権主義という手続法理を遵守すると，証拠制度につい

ても特別規定を置くべきである。まずは，通常手続における請求の認諾効

力に関する規定は人事訴訟手続において，その適用を排除すべきである。

裁判上の自白に関する法則も人事訴訟事件に適用できない。つぎに，公益

を維持し，かつ事実真相を究明して実体真実を発見するために，人民法院

に職権をもって証拠調をなし，かつ当事者の提出しない事実を勘酌する権

限を与えるべきである。

�判決制度について　　人事訴訟手続を設置するにあたって，判決制度

について整備すべき事項が少なくとも二つ考える。第一に，欠席判決に関

する規定は婚姻事件には適用しないことである。当事者本人の意思を尊重

するドイツ民事訴訟法第６１２条第４項は「被告に対して，欠席判決をしては

ならない」と規定している。第二に，人事訴訟が公益に係わる点で，裁判

所の下した判決の効力は第三者に拡張すべきである。ドイツ民事訴訟６１２条

はその趣旨の法文を置いている。

�調停制度について　　中国では，従来調停が重要な紛争解決方法とし

て存在し，「東方経験」と称賛されている。民訴法（試行）第６条は「人民

法院は民事事件の審理にあたって，調停を重んじなければならない」と規

定していた。調停制度は中国民事訴訟法の基本原則と認めら，調停制度に

―　　―��� ���（���）
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関する改革は学問上の論点とされている。学問上の研究成果に基づき，人

事訴訟における調停制度のあり方について検討する必要がある。第一に調

停制度は必ずしもすべての人事訴訟事件に適合するわけではない。婚姻の

無効ないし取消し訴訟および養子縁組の無効ないし解消訴訟など若干の人

事関係事件は，調停または当事者間の和解によって解決されることを禁じ

ている。なぜなら，人事訴訟における確認訴訟は一定の人身関係存否に関

する確認を対象とする。そのために，客観的な事実による判断が必要であ

り，当事者の主観的意思で決着する余地はない。離婚訴訟，養子縁組の解

消訴訟などの確認性質をもたないその他の人事訴訟事件については，正式

な審理の前に，裁判所が調停を行わなければならない。人事訴訟において，

当事者の間では，何らかの血縁或いは感情が存在し，勧告性質を持ってい

る調停制度は当事者間の激しく衝突している感情を和らげることになるし，

良好的な関係を回復するのにも有益である。第二に，人事訴訟における調

停手続の設置については，現在運営している「調審合一」というモデルか

ら「調審分離」に変更して，いわゆる調停前置主義を行う。外国ではその

立法例は既に存在している。例えば，日本家事審判法１８条１項は人事訴訟

事件について訴えを提起しようとする者はまず家庭裁判所に調停の申立を

しなければならない。調停の申立をすることなく訴えを提起した場合には，

裁判所は，原則としてその事件を家庭裁判所の調停に付しなければならな

い。

�判決の効力について　　通常民事訴訟では判決が確定すると，実体的

効果として当事者および審理の対象となった訴訟物につき既判力が生ずる。

即ち，判決の効力は相対的であることを原則とする。しかし，身分関係は

相対的確定に適しない性質の法律関係であり，人事訴訟事件については判

決の結果は訴訟当事者以外の者に対しても画一的にその効力を及ぼすべき

ものとすべきである。婚姻無効若しくは取消，離婚またはその取消の訴に

つき言い渡した判決は第三者に対してもその効力（対世的効力）を有する。
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身分上の法律関係の画一的確定の要請及び人事訴訟手続において職権主義

の採用，検察官の関与等，実体的真実発見に適した訴訟構造が採用されて

いることを対世的効力の根拠としている３２）。これは養子縁組事件及び親子

関係事件にも準用してよい。

　人事訴訟における判決は対世効を有する（日人訴１８条，新法２４条）。した

がって，訴訟の外にいた関係者も判決効に服する。形式的に当事者とされ

ない第三者が判決効の拡張によって実質的に影響を受ける場合に，この第

三者の手続権を充分に保障しなければならないのである。多数の日本の学

者はこの点について議論したのである３３）。日本人事訴訟法１５条は検察官を

被告とする人事訴訟において，訴訟結果により相続権を害される第三者を

当該人事訴訟に参加させる必要があると認めるときは，裁判所は，被告を

補助させるため，決定で，その利害関係者を当該人事訴訟に参加させるこ

とができると定めている。ある意味では第三者の手続権を保障するといえ

よう。

�再審制度を適用しないことについて　　中国「民事訴訟法」第１８１条は

「婚姻関係の取消という判決が確定された場合，当事者がそれについて再

審請求を提出してはいけない」と定めている。この規定は，人事訴訟にお

いては，再審制度を適用しないことを意味している。これは中国法の特有

な規定であろう。中国における再審制度の特徴を配慮しつつ，人事訴訟に

おいて再審を適用すべきかを検討する必要がある。

�当事者或いは法定代理人が出廷しなければならないことについて　　

―　　―���

３２）　岡垣学・人事訴訟の研究３８０頁から３８１頁。
３３）　身分訴訟の判決効と手続保障の関連につき鋭い問題提起を行い，この問題につ
いての議論に先鞭をつけたのは吉村徳重である。「吉村徳重「判決効の拡張と手続
保障――身分訴訟を中心として」山木戸還暦（下）１１８頁，本間靖規「身分訴訟の
判決効と手続権保障」龍谷法学１９巻２号１８３頁，奈良次郎「検察官を当事者とする
人事訴訟と手続保障――最近の裁判例を中心として」ジュリスト８５６号９４頁。
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離婚事件については訴訟代理人がいる場合でも，本人は意思能力がない場

合を除いて，自ら出廷しなければならないとすべきである。万一特殊な事

情によって出廷できないときは人法院に書面による意見を提出しなければ

ならない（民事訴訟第６２条）。離婚事件について，当事者は特殊な事情に

よって，調停に参加するため出廷することができない場合，本人は意思能

力がない場合を除いて，書面による意見を提出しなければならない（民訴

法解釈第９３条）。民事行為能力を有しない人に関する離婚訴訟について，当

事者の法定代理人が出廷できないときは人民法院が事実を究明したうえ，

法により判決を出す（民訴法解釈第１５７条）。

�その他　　１，裁判上の自白に関する法則は人事訴訟事件には適用せら

れない（民事証拠若干規定第８条，ドイツ民事訴訟法第６１７条，日本新人事

訴訟第１９条）。�２，中国の民事訴訟法第５２条は「当事者は訴訟上の請求につ

いて承認諾または反駁できる」と定めているが，人事訴訟においては，そ

の対象たる事件は当事者が任意に解決できる性質のものではない関係で，

認諾の効力は認められず，被告が請求を認諾しても人民法院は請求の当否

を必ず判断しなければならない。�３，訴訟経済の要請に基づき，身分関係の

安定且つ紛争の全面的解決をはかるため，人事訴訟において訴の併合の要

件を緩和する必要がある。

八　人事訴訟審理に関する特則

　司法改革に洗礼された中国民事訴訟法の原則を人事訴訟に適用する範囲

は徐々に排除して，人事訴訟事件の性質に相応しい特別手続を構想しなけ

ればならないと考えている。人事訴訟手続が有する特別な性格のゆえに，

一般の民事手続とは異なる身分関係の特質に対応した基本原則を定めなけ

ればならない。
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１．　職権探知主義

　人事訴訟法が職権探知主義を採用しているのは人事訴訟事件の判決は確

定すれば対世効があって（日人訴法２４条），その対象である身分関係が正し

く確定されることに公益性があり，実体的真実発見の高度の要請があるか

らである。日本新人事訴訟法では，従来の片面的職権探知主義から双面的

職権探知主義ないし全面的職権探知主義に変更になった。同法第２０条は訴

訟類型を問わず全事件につき「人事訴訟においては，裁判所は当事者が主

張しない事実を斟酌し，かつ，職権で証拠調べをすることができる」と定

めている。またドイツ民事訴訟法にそのような規定も置いている（第６１６条）。

身分関係は単にその主体たる当事者の利益だけでなく，数多くの関係人の

利害にかかわり，さらに社会公益にも影響するところから，一般民事手続

とは異なり，人事訴訟では当事者の自由な訴訟追行に委ねることなく，そ

の処分権主義および弁論主義を制限し，裁判所は審理の過程において，職

権により積極的に調査し，証拠を収集することができるとすべきである。

また，事実認定するにあたって，当事者が提出しない証拠と事実を勘酌す

ることができる。また，控訴審裁判所は当事者の上訴請求を超えて審理す

ることができる。要するに，職権探知主義が活かされた手続が具体化され

なければならない。

　中国においては，人事訴訟手続を構想するにあたって，全面的な職権主

義を採用する必要がある。婚姻または縁組の維持に目的を制限したいわゆ

る片面的職権探知主義は沿革的に合意による離婚が認められていなかった

ドイツの法制度の下で，これを潜脱することを防止するために設けられた

ものである３４）。中国においては，民法上協議離婚（民法３１条）が認められ

ていることとの関係で，このような制度を継受することに合理性がない。

また，夫婦間に感情がないのに，離婚がゆるされないことにより，当事者

により苦しみを与えることになるからである。また未成年者の成長にマイ

―　　―���

３４）　上掲，１５６頁。
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ナス影響をもたらす恐れがある。

２．　非公開審理法則

　通常訴訟では，当事者の自由な訴訟追行に委ねて，紛争の相対解決を図

り，手続公正を追求するから，一般的に公開審理が要請される。これに対

して，人事訴訟は当事者の名誉やプライバシーに関わるので公開審理はな

じまないし，また，当事者は，感情の回復や憎悪の解消を望んでいるから，

原則として非公開とすべきである。日本新人事訴訟法に「当事者尋問など

の公開停止」と明確に規定している（第２２条）。また，アメリカでは裁判所

の審理は公開対審の原則および正当な法的手続によるが，当事者のパライ

バシーと子の保護を要する家族法事件手続では，この原則の例外を様々な

方法で設けている。例えば，未成年者養子縁組手続や親子関係存否確定事

件手続での審理は非公開でなされる（���２２６．�，���７０１４．�）。人事訴訟

が実体真実を追求するため，公開審理とされたならば，法廷で多くの他人

の前で，そもそも当事者としては恥ずかしい私生活やスキャンダルを陳述

しなければならないことになる。これは可能な限り避けるべきと考える。

職権探知が真実の発見にある程度に機能するが，当事者間だけが知ってい

る事項については職権探知によってもこの解明に限界は認めなければなら

ない。当事者がこれについての陳述を欠くため，他の証拠によっては当該

身分関係の形成または存否の確認のための適正な裁判することができない

場合が少なくないから，人事訴訟手続においては非公開審理原則を堅持す

べきである。それは人事訴訟事件の性格に合致するものであり，「家丑不

可外伝」（家庭内の恥は公にすべきではない）という伝統儒教思想にも合

致している。ただし，中国では，人事訴訟の非公開については，任意的に

規定されている。中国民訴法１０３条２項は「離婚事件で当事者が非公開の審

理を申請したときは，非公開で審理をすることができる」としている。こ

の規定により，当事者が非公開の審理を申請しないとき，公開で審理する

ことを意味している。ただし，当事者の申請があれば，必ず非公開とされ
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るのではなく，非公開で審理するかどうかは人民法院が調査のうえ決定す

る。

　人事訴訟においては，事実審理を非公開とする以外に，記録などの訴訟

資料を非公開とする必要がある。判例集や雑誌に当事者の氏名などを掲載

したら，非公開を形骸化にするからである。アメリカでは家事事件審理に

関する記録等の閲覧について様々な制限がある。例えば，養子縁組事件の

全資料は当事者，その代理人に閲覧を許すが，これら以外のものに対して

は，裁判官の許可書によって許可される（���２２７）。日本新人事訴訟法（第

３５条）に同じ趣旨の規定も置いている。

３．　全面的解決原則

　財産関係をめぐる紛争は対象ごとに部分的，当事者ごとに相対的な解決

で足りるものも多いが，身分関係をめぐる紛争がひとたび訴訟になれば，

対象や当事者ごとに繰り返して争われることがないようにして，その前面

的安定を図ることが要請される。この要請を充たすためには，一方で，同

一身分関係についてのあらゆる紛争を一つの訴訟手続に集中し処理できる

ようにするため別訴の提起を禁止し，他方で，ひとたび身分判決が確定す

れば，訴訟に関与しなかった第三者にも判決効を及ぼすとともに，同一の

身分関係についての新たな訴えを排除することを考える３５）。

４．　検察官関与

　日本人事訴訟法２３条は「人事訴訟においては，裁判所または受命裁判官

若しくは受託裁判官は必要があると認めるときは，検察官を期日に立ち合

わせて事件につき意見を述べさせることができる」と規定している。検察

官が人事訴訟事件に関与するのに二つの態様があり，その一は，訴訟の当

事者そのものとなる場合である（例えば日本旧人訴法１９，２，２６，３２条）。

―　　―���

３５）　岡垣学＝吉村徳重・注釈人事訴訟手続法，青林書院１９８７年版。
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その二は，検察官が当事者とならないときでも，検察官は訴訟に立ち会っ

て意見を述べまたは事実および証拠方法を提出することができる（例えば

日本旧人訴法５，６条）。検察官が公益の代表者として，当事者の立場にか

かわらず真実発見のための主張立証活動を行うという点で，裁判所の職権

探知を補充するという意義がある。これに対して，中国においては，検察

官が人事訴訟事件に関与する規定はほとんど存在してない。中国民事訴訟

法１２条は，「人民検察院は，人民法院の民事裁判活動に対して法律監督を実

行する権限を有する」と定めている。これにより，中国の検察官は日本や

ドイツの検察官と異なって特別な立場に立っている。現在の中国法制度の

枠組みでは検察官は人事訴訟と一般民事公益訴訟に介入することが万難で

ある。中国民事訴訟１０８条は「原告は本案に直接利害関係がある公民，法人

およびその他組織に限る」と規定している。この規定により，当事者適格

は権利義務の主体だけが当事者となれる。したがって，検察官が人事訴訟

事件に関与する特則を構想すれば，当事者適格用件を緩和する必要がある

と考える。また，検察官の関与により，三角形の訴訟構造を破壊しかねな

いので，裁判官が人事訴訟での位置づけについても真剣に検討しなければ

ならない３６）。外国公益訴訟理念を導入して，検察官が公害事件や国有資産

流失事件について民事公益訴訟を提起することができると提唱している学

者がいる３７）。判例もこれを認めている。社会安定にかかわる人事訴訟事件

は上記の事件より公益性が強く，検察官は人事訴訟に関与するのがより重

要な意味があると考える。中国における人事訴訟手続を構築するにあたっ

て，検察官の当事者関与と一般関与という規定を民事訴訟法に置くべきで

ある。しかし，検察資源にかぎりがあるから，検察官がすべての人事訴訟

に関与する必要がなく，公益・公序良俗と強くつながっている人事訴訟事

―　　―���

３６）　検察官が人事訴訟での位置づけについては議論されている。顔運秋・公益訴訟
理念研究２００頁から２０１頁。

３７）　楊栄興・民事訴訟原理２１２頁から２４３頁，顔運秋・公益訴訟理念研究１５４頁から
２０８頁。

���（���）



郭：中国における人事訴訟手続の構築

件だけ（たとえば，中国婚姻法１０条に違反した事件）に関与すればよい。

九　おわりに

　身分関係を訴訟物にする人事訴訟は通常の財産事件と異なって，「非黒即

白」という冷たい判決を求めるよりも，当事者双方が対話を通して，前向

きな適切な解決方法・道を見つけるのがもっと肝心である３８）。違う価値を

追求する二つの手続を一つの手続に纏めて定める規制方法は実務に様々な

支障を生じるため，人事訴訟手続を通常の民事訴訟手続と切り離して定め

るべきである。中国民事訴訟法において人事訴訟手続を設置するためには，

理論研究において新制度の検討を先行させる必要がある。従来民訴法学者

は実用研究姿勢で学問研究を行ったため，人事訴訟手続の構想に関する研

究はほとんどない。人事訴訟手続に関する著書は一冊もない。これに対し

て，同じ大陸法系のドイツや日本などは古くから人事訴訟手続に関する規

定を制定し，理論研究も盛んに行われている。「他山之石，可以攻玉」とい

う諺があるから，私たち民訴法研究者は外国の先進的な人事訴訟手続理論・

制度を充分に研究して，立法部門に中国における人事訴訟手続の設置に相

応しい提案をすることが一番重要な責務であると考える。多くの民訴法研

究者に人事訴訟手続への関心を高めることが，この文章を書くひとつの目

的である。

―　　―���

３８）　範愉・非訴訟紛争解決機制研究，中国人民大学出版社２０００年版。
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